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 【口田小学校 校章】           

                  太田川の東側に位置する口田，その東にそびえる

二ヶ城山から照らす朝日を図案化したものです。 

                    「口田」の地名は，「矢口」と「小田」の一字を合わ

せてできたものです。 

 

 

           美しい学校と育つ心       

 

      ◎ 整った教室は，整った心の現れである 

      ● 乱れた教室は，乱れた心の現れである 

 

 ◎ 磨かれた教室は，磨かれた心の現れである 

    ● 戸締まりのない教室は，しまりのない心の現れである 
 

    ◎ 床をきれいに掃くことは，心の塵を払うことである 
    ● だらだら行う掃除は，だらけた心の現れである 
 

    ◎ 落ちたごみを拾うのは，一隅を照らす心の現れである 
    ● 雑草のある校庭は，むしばまれた心の現れである 
 

    ◎ だまって行う掃除は，ひたむきな心の現れである 
    ● 人のいやがる仕事を進んでやる子は，学校の宝である 
 

       汗を流して美しい学校にしましょう  

校訓 「強く・正しく・明るく」



  

 
目  次 

 

    １ 学校の概要 

   （１）学校の沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

   （２）学区の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

   （３）学級編制と児童数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

   （４）教職員の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

   ２ 学校経営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  

３ 教育課程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

  

４ 日課表・週時程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

  

５ 教育研究推進計画 

   （１）研究の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

   （２）体力つくり推進計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

   （３）道徳教育全体計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

   （４）ことばの教育推進計画・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

   （５）生徒指導全体計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

  

６ 人材育成プラン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

  

７ 学校評価表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

  

８ 校務担当表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 

９ 校務分掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

１０ 校務運営規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

１１ 「お互い気持ちよく働くために」  ・・・・・・・・・・・・３０ 

 

１２ 年間行事計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 

    教室配置図 



  

 



  

１ 学校の概要                     
（１）学校の沿革                           
明治  ６年 ２月       矢口村第２２４番小学校設置 
                       小田村第２２５番小学校設置 
    １１年             第２２４番小学校を矢口学校と改称 
                       第２２５番小学校を小田学校と改称 
  １８年        矢口学校を矢徳小学教場と改称 
                       小田学校を矢徳小学教場分教場と改称 
    ２０年 ４月       矢徳小学教場を矢徳簡易小学校と改称（校長代理 軍次教諭） 
                       小田分教場を廃し、矢徳簡易小学校と合併 
    ２３年  ４月       高宮尋常小学校と改称（初代校長 小幡 瀧之進） 
    ２４年 ４月       高宮群口田村立口田尋常小学校と改称 
    ２７年             教室坪数３６坪（増築案出る） 
                       新築完成６０坪となり３学級（３教室）編成 
    ３４年             ４学級編成 
                       鳥越池埋立（２０９０㎡） 
    ４４年  ４月       口田村立口田尋常小学校と改称（新校舎落成） 
 
昭和 ３年        鳥越池埋立（２０３７㎡） 
                       新校舎落成（普通教室３ 図書室 洋裁室 理科室 準備室 
                  応接室 建坪９０坪） 
      ９年             校内児童給食開始（短期間） 
    １６年  ４月       口田国民学校と改称 
    ２０年 ４月       児童給食（味噌汁給食） 
    ２２年 ４月       口田村立口田小学校と改称 
    ２３年             ＰＴＡ結成 
    ２６年             完全給食開始（週一回の計画） 
    ２８年             鳥越池埋立（７９１㎡）借地として利用 
    ２９年             校舎及び講堂落成式 
                       口田幼稚園開園 
    ３０年             高陽町立口田小学校と改称 
    ４２年             横断陸橋架橋 
    ４３年             プール完成落成式 
    ４８年             フジランド造成に伴い鳥越池埋立（５５２８㎡）借地として利用 
                       新校舎落成（現在の３階建て校舎） 
                       広島市立口田小学校と改称 
                       学校緑化推進校決定・県緑化推進校の指定 
    ５０年             北校舎完成（現在の４階建て校舎） 
    ５１年             運動場の借地部分を広島市が買収 
    ５２年             運動場夜間照明完成 
                       体育倉庫完成 
    ５３年             口田東小学校が分離 
                       給食室完成・管理倉庫・小鳥小屋完成 
    ５４年             正門完成 
                       留守家庭子ども会設置 
                       中矢口古墳石棺設置 
    ５４年１２月２２日   体育館建設着工・二宮金次郎移転 
    ５５年 ４ 月  １日   養護学級設置 
           ６ 月１５日   体育館落成式 
           ９ 月１３日   航空写真撮影 
          １０月１１日   南校舎ピータイル張り替え 
          １２月３０日   校舎南・西 防球網張り替え 
    ５６年 １ 月１５日   灯油庫完成 
           ３ 月３１日   飼育池完成 
           ４ 月  ３日   中庭セメント舗装・花壇完成 
           ４ 月２８日   砂場補修工事完了 
          １０月１１日   ストーブ倉庫完成 
    ５７年 ３ 月３１日   中庭足洗い場完成 
           ４ 月  ３日   飼育池周辺の整備 
           ４ 月２８日   口田プール濾過機改修工事 
          １０月１１日   校舎増築工事着工 
    ５８年 ３月 １日   飼育舎完成 
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            ３月３１日   増築校舎完成 
          １０月２６日   屋外便所完成 
    ５９年 ９月 １日   放送室改築 
          １１月２８日   体育館の玄関・倉庫・便所増築 
    ６０年 ３月２５日   造形砂場完成 
            ３月２５日   国旗掲揚台完成 
            ７月１０日   プール脱衣所改築 
            ８月２７日   職員室改修完了 
            ８月３１日   職員室内事務室改修 
    ６１年  ７月１３日   北校舎階段塗装 
            ８月３０日   保健室改修 
    ６２年  ２月２６日   グランド改修工事開始 
            ８月２５日   南校舎側防球網完成             
      ９月 １日   グランド改修工事完了 
      ９月 １日  音楽室改修工事完了 
  ６３年 ９月 １日  運動場防球ネット完成 
 
平成  元年 ２月１５日   プール物置設置 
      １月３１日  ガス設備改修 
            ８月３１日   南校舎１階便所改修 
         ８月３１日  各教室照明増設工事完了 
      ２年 ６月         プール北側囲い取り付け 
            ６月１０日   プール本体塗装 
            ８月３１日   北校舎階段フェンス取り替え・ベランダ棚塗装 
      ３年 ８月３０日   浄化槽解体撤去 
            ８月３１日   汚水管直結工事完了 
            ８月３１日   給食室改装（内装・照明・給水・排水・給湯） 
      ４年 ３月１０日   運動場夜間照明燈増設工事完了 
            ６月 ８日   プール南側フェンス完成 
            ８月３１日   事務室完成（玄関ホール） 
            ８月３１日   職員室照明増設・内装、渡り廊下屋根取り替え 
      ５年１１月１３日   南校舎中庭玄関完成 
      ６年  ３月３１日   県道沿い緑化工事・中庭正門完成 
            ８月３１日   南校舎３階４教室改装 
      ８年  ７月２３日   南校舎２階３教室内装工事 
            ８月１４日   業務員室冷房機器設置 
            ９月  ２日   給食室横照明センサー工事（機械警備に伴う） 
            ９月１０日   プロパン庫ガス配管工事（職員室冷房機設置に伴う） 
            ９月３０日   職員室冷房機取り付け電気検査 
          １０月２５日   機械警備説明会（学校体育施設利用団体） 
          １０月２８日   防球ネットかさ上げ工事 
      ９年 ２月１０日   学区通学路安全点検現地調査 
            ７月         校長室、給食室改修工事 
            ８月 ４日   小鳥小屋撤去解体 
    １０年 ７月２１日   コンピュータ教室新設、家庭科教室床面改修工事 
          １２月１９日   給食室工事（保管庫増設） 
    １１年  ２月１５日   防球ネットかさ上げ工事 
            ３月２９日   南校舎３階男子便所改修工事（一部洋式） 
      ７月 ４日  プール内装工事（水槽内塗装） 
    １２年 ４月 １日   障害児学級開設（再） 
            ８月１０日   防災備蓄倉庫設置 
            ８月３１日   障害児学級教室整備（シャワールーム新設・給湯器設置・教室掲示板等） 
                       南校舎外壁明装工事 
    １３年 ３月２３日   南校舎外階段（屋上用）タラップ取り付け 
            ３月２７日   北校舎２階廊下掲示板クロス張り替え 
            ８月３０日   南校舎３階トイレ改修工事完了 
    １４年 ３月１６日   運動場クロック更新 
            ３月２５日   インターホン設置完了 
      ７月２２日  南校舎廊下明装工事開 
            ８月２７日  北校舎階段コンクリート剥落防止工事完了  
            ８月２９日   情緒障害児学級室内明装工事、前面黒板取り替え工事完了 
                         南校舎屋上侵入防止柵取付工事完了 
    １５年  ５月２７日   運動場アスレチック一部補修 
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            ８月２９日   南校舎１階窓枠塗装、サッシ取替工事 
          １１月１４日   文部科学省指定「学力向上フロンティア事業」公開研究会 
    １６年  ３月３１日   学校西側フェンス設置 
            ８月３１日   通用門門扉新設 
          １０月２９日   文部科学省指定「学力向上フロンティア事業」公開研究会 
    １７年１１月２４日  口田小学校公開研究会 
  １８年１１月１７日  「本物の舞台芸術体験事業」（学校講演） 
              歌舞伎（中村吉右衛門ほか出演）観劇 
  １９年１１月２２日  口田小学校公開研究会 

 

 ２．学区の概要 

    この口田学区は、広島市安佐北区東部の最南端に位置しており、台地状の土地に沼地やため池が
点在する純農村地帯として長い歴史を経過してきた。 

  また、地理的に太田川周辺を見渡せる好位置にあるため、１６００年の昔から人が住みつき、一
大豪族の勢力下にあった地域とも言われ、数多くの遺跡も発掘されている。 
  明治６年に小学校が創設され、沿革に示したように幾多の変遷を経ながら、昭和４５年頃まで児
童数２００人程度の小規模校として歩み続けてきた。現在の校名「口田」の名称は学区を大きく二
分する「矢口」の「口」と、「小田」の「田」を併せて呼ぶようになったと言われている。 
  しかし、昭和４５年頃から、急速に進む住宅化に伴い、住宅団地「フジランド」「大歳園」「梅
園」等が続々と開発され、児童数も急増し、昭和５２年には１０７５名となり、昭和５３年には、
口田東小学校の新設分離となった。 

  また、住宅化するに従い、学区全体の雰囲気も変わり、静かな農村特有の生活様式も、次第に都
市型のものへと変容してきた。 

  さらに、近年は、大型集合住宅等の増加もあり、ますます拍車がかかってきている。加えて、県
道広島向原線が学区を貫通しており、旧高陽町地区に新開発された団地等の影響もあり、極めて交
通量の多い学区となっている。 

  現在、児童数は６００人台を推移し落ち着きを見せている。 

■年度別児童数 

 
年度 

 
平成12 

 
平成13 

 
平成14

 
平成15

 
平成16

 
平成17

 
平成18 

 
平成1９

 
平成２0

 
学級数 

 
２0 

 
２0 

 
２2 

 
２2 

 
２1 

 
２1 

 
２1 

 
２1 

 
２1 

 
児童数 

 
671 

 
670 

 
662 

 
653 

 
636 

 
618 

 
627 

 
62６ 

 
627 

■平成２０年度学級数並びに児童数（平成２ ０ 年５ 月１ 日現在） 

 
学年 

 
１ 

 
２ 

 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
８１条

 
計 

 
学級数 

 
３ 

 
３ 

 
４ 

 
３ 

 
３ 

 
３ 

 
２ 

 
２１ 

 
男子 

 
５２ 

 
５２ 

 
５８ 

 
５０ 

 
５８ 

 
４９ 

 
２ 

 
３２１ 

 
女子 

 
５０ 

 
５０ 

 
５５ 

 
４６ 

 
５４ 

 
４８ 

 
３ 

 
３０６ 

 
計 

 
１０２ 

 
１０２ 

 
１１３ 

 
９６ 

 
１１２ 

 
９７ 

 
５ 

 
６２７ 

■職員の構成 

職名
 

校長
 

教頭
 

教諭
 養護 

教諭 
栄養士

 学校 
事務 

給食 
調理 

指導 
補助 

業務員 計
 

人数
 

１
 

１
 

２５
 

１
 

１
 

２
 

５
 

３
 

１
 

４０
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○ 道徳の授業の充実 

○ 気持ちのよいあいさつ 

○ 人間関係づくり 

○ 教育環境整備 

①「話し合い」のない連携は意味がない 

②「情報交換（共有）がない」連携は無意味である 

学校教育目標 「人間性豊かで社会性と自主的実践力のある子どもを育成する」

２ 平成２０年度 学校経営計画           

保 護 者 ・ 地 域 と 連 携 を 深 め ， 信 頼 さ れ る 口 田 小 学 校  

学校づくりは授業づくり  授業づくりは学級づくり   学級づくりは人間関係づくり 

 

 

自ら学び，自ら考え，自ら

判断して行動できる子ども 

 
 
自ら考え，ともに学び合う授業の創造 
 

 

 

 

意欲と情熱を持って指導

できる教員 

めざす子ども像 研究主題 めざす教師像 

学級経営方針

授業方針 

学級の実態 等

懇談会 

家庭訪問 

地域への行事参加等 

学級通信 

学年だより 

学校便り・ＨＰ等 

直
接
的 

間
接
的

子どもは教えられて初めて知る        子どもは教えないことには学ばない 

学校評価１１項目の徹底 

 

 

○ 国語科の授業改善 

○ ひろしま型カリキュラムの推進 

○ パワーアップタイム 

○ 朝読書の推進 

 

○ 体力向上に向けた実践 

○ 基本的な生活習慣の確立 

  

 ○ 保護者・地域との交流促進

生徒指導の三機

能を生かして 
○ 自己決定の場 

○ 人間的ふれあい

○ 自己存在感

ＰＬＡＮ

ＣＨＥＣＫ

ＤＯ ＡＣＴＩＯＮ 

地域から信頼され,期待に応える口田小学校 

学力向上 豊かな人間性 

体力の向上 町ぐるみ教育 
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パワーアップタイム→帯タイムの充実（国・算・英） 
 

部 キーワード 取組みの実際 

教 務 
学校の原動力を 

つくる 

・ 教育課程の見直し 

（２学期制・あゆみ・シラバス） 

・ ひろしま型カリキュラムの実践化 

研 究 
確かな学びを 

つくる 

・ 本校の研究の方向性 

・ わかる授業づくり 

（めあて・指導・評価の徹底） 

・ 公開性（公開研究やＨＰ等の充実） 

生徒指導 
安全・安心を 

大事にする 

・ あいさつ 

・ 清掃（廊下・教室床・ロッカーの整頓） 

・ 靴箱の点検指導 

・ 避難訓練・安全指導の徹底 

保 体 心と体をつくる 

・ 体力向上（体育の指導・外遊び等の年間取組み） 

・ 運動会（行進やラジオ体操の年間取組み） 

・ 安全点検（遊具・危険箇所点検の徹底） 

人事考課制度 

 新たな人事評価は，「自己申告による目標管理」と，「新たな勤務評定」の２つの柱 

からなっている。 

能力   実績   意欲 

 

・ 自己申告（面談） 

・ 授業観察等 

・ 最終自己申告評価（面談） 

 

・学級経営 ・生徒指導 ・校務分掌 

・学年経営，学校運営（主任，部長） 

 

自己申告による目標管理 新たな勤務評定 

自己申告書の

明確化 

・ 学校経営計画とリンク 

・ 「いつ」「どこで」「どのように」実践

組織のあり方（各部の教育施策）
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授業づくりで 

児童を変える 

・魅力ある授業づくり 

（明確な発問と指示） 

・授業参観の充実 

・観察授業の充実 

・公開研究大会の開催 

保護者・地域の 

信頼を得る 

・地域の行事参加 

子ども会 
＋ Ｐ 
＋体協 
＋教職員で

・参観・懇談の保護者 

の出席率アップ 

教師が変われば 

子どもは変わる 

 

子どもが変われ

ば親も変わる 

◎ 本校教職員の姿勢として 

 

○ ４～６月で基本的な学習規律・生活習慣の徹底 

○ 朝会・集会での児童への指導 

          聞く態度・集合の事前指導 

○ 美しい学校と育つ心 

          挨拶（来校者も含む）・教室の整理・清掃の徹底・靴箱 

※ 一日一回は各学年の脱化室の点検と整頓の徹底（学級の縮図である） 

 

 
人 材 育 成 ＝ 学 校 の 活 性 化 

 

 

逆算の方程式  
 PLAN  DO  CHECK  ACTION        

         (計画)       (実行)      (評価)          (改善)          

   ○１年間の全体の仕事を見据え,出口を明確にして                          

           ・部経営・学年経営・学級経営・個々児童の指導・行事・提出物等        

             方法や内容や場所を具現化して,いつ・どこで・何を                   

① 取捨選択する力  

② 段取りする力 

③ 実行する力 
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学校経営組織図 

校 長 

教 頭 

校務運営会議 

（随時） 

部長会 

主任会 
 

職員会議 

学年会 

 

生徒指導 

特別支援コーディネーター

 
 
 
教務部 

研究部 

生徒指導部 

保健体育部 

総務部 

学校評価 

分 掌 部 会 

学校協力者会議 

（評価部会・提言部会）
委嘱 
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年 間 授 業 時 数 

区 分 
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

国語 ２７３ ２８０ ２３５ ２３５ １８０ １７５ 

社会   ７０ ８５ ９０ １００ 

算数 １１４ １５５ １５０ １５０ １５０ １５０ 

理科   ７０ ９０ ９５ ９５ 

生活 １０２ １０５     

音楽 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

図画工作 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

家庭     ６０ ５５ 

 

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

 

科 

体育 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ 

道徳 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

学級活動 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

総合的な  (総合) 

学習の時間（言語数理） 

           (英語) 

  

１０５ １０５ 

(85) 

１１０(25) 

＋(15) 

(85)

１１０

(25)

＋(15)

合 計 ７８２ ８４０ ９１０ ９４５ ９６０ ９６０ 

 
 
 

３ 教 育 課 程                    
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 学級名 吉原学級（知的） 笠井学級(情緒) 

 
学年 １年 ４年 ５年 ３年 

日常生活の指導 ０ １０５ １０５ ７０ 
領域･教科を

合わせた指導 
生活単元学習 ０  ３５ ７０ 

国 語 ２７２ １７５ １７５ １７５ 

社 会     

算 数 １１４ １０５ ７０ ７０ 

理 科     

生 活 １０２ １４０ ３５ ７０ 

音 楽 ６８ ８５ ８５ ８５ 

図画工作 ６８ ７０ ７０ ７０ 

家 庭   ３５  

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

科 

体 育 ９０ ９０ ９０ ９０ 

道 徳 ３４ ３５ ３５  

特別活動 ３４ ３５ ３５ ３５ 

自立活動 ０ ０ ６５ ７０ 

総合的な学習の時間  １０５ １１０ １０５ 

計 ７８２ ９４５ ９４５ ９１０ 

 
 
 
 

 特別支援学級教育課程                
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月 火 水 木 金 

8:25 
 

8:45 

 
朝読書 
8:25～35 

職員朝会 
朝読書 
朝の会 

朝の会 
朝読書 

朝の会 
職員朝会 

学校朝会児童朝会 
朝読書 

朝の会 

8:45 
9:30 

１ ① ① ① ① ① 

       
9:30 
10:20 

２ ② ② ② ② ② 

10:20 
10:40 

大休憩 
     

10:40 
11:25 

３ ③ ③ ③ ③ ③ 

       
11:30 
12:15 

４ ④ ④ ④ ④ ④ 

12:15 
13:00 

給食 
     

13:00 
13:25 

昼休憩 
    

13:25 
13:45 

掃除 
 

(元気アップタイム) 
 

帰りの会 
13:00～13:10 

(掃除) 
13:10～13:30 

 

       

算数タイム 国語タイム 算数タイム 国語タイム 13:50 
14:05 

帯時間

(５．６年) 
国語タイム 国語タイム 算数タイム 英語タイム 

      
14:10 
14:55 

５ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

      
15:00 
15:45 

６ 

①委員会 
②口田っ子タイム 
③クラブ 
④口田っ子タイム 

⑥ ⑥ ⑥ 

15:45 
15:55 

帰りの会     

16:00 下校    

職員会議 
校内研修 
学年研修会等 

 

※ 委員会・クラブは 15:０５～１５:５０ 

４ 日課表・週時程                 
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（１）研究の概要 

   １ 研究主題 

    『自ら考え表現し，ともに学び合う授業の創造』【二年次】 
 ～言葉の力をつけ，考えを伝え合う力を育てる国語科の授業づくりをめざして～ 
 

２ 研究主題設定の理由  

   国語科の授業づくりにおいて，広島市内の小学校の実態として,「文学的文章の指導に偏る」「登

場人物の心情ばかりを問う授業に偏る」「活動と指導の区別が不十分」など，学習指導要領にあ

る指導内容が指導者に十分理解されていない。単元ごとの評価が適切になされていない等々の課

題が明らかにされた。 

     本校では昨年度，国語科を通して「指導内容・方法を明確にした授業づくり」「子どもたちの

考えを深める授業づくり」「言語技術の効果的な活用のための指導方法や教材の開発」を研究の

視点として，『自ら考え表現し，ともに学び合う授業の創造』をめざしてきた。取組の結果，子

どもたちは国語科の基礎的な知識や技能・言語技術を少しずつ習得し，指導者は学習指導要領に

ある指導内容を意識し明確にしながら授業に取り組むようになってきた。 

     一方，理由や根拠を述べながら筋道を立てて話す力や友だちの考えを聞き自分の考えを深める

力を学年ごとに系統立てて指導していくこと，指導と評価の一体化を図るために評価項目を子

どもの姿で設定し評価することなどが課題として残った。そこで本年度も引き続き，『ひろしま

型カリキュラム実践研究校』の取組を生かし，国語科の基礎的・基本的な知識や技能・言語技術

の習得と思考力・判断力・表現力の向上に向けての実践研究を行い，『自ら考え表現し，ともに

学び合う授業の創造』をめざして上記の主題を設定した。 

 

３ 研究主題について  

    （１）「自ら考え表現し」とは   

           「話したい・聞きたい・書きたい・読みたい」など，その子ども自身のねがいがあ

り，「誰に対して」という相手意識や「何のために」という目的意識が子どもの中に

生まれ，それらを実現するために自分でその方法を考えたり，それを表現したりする

子どもたちの主体的な活動する姿であると考える。 

 

     （２） 「ともに学び合う」とは 

            ともに学習する仲間から出される様々な見方・考え方をお互いに受け入れ，     

交流したり共有したりすることにより，自らをふり返り自分の中の知識や見方・考え

方が豊かになっていく姿であると考える。 

５ 研究推進計画                  
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４ 研究構想図 

（１）研究の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学 校 教 育 目 標 

人間性豊かで社会性と自主的実践力のある子どもを育成する 

め ざ す 子 ど も 像 

自ら学び，自ら考え，自ら判断して行動できる子ども 

研 究 主 題 

自ら考え表現し，ともに学び合う授業の創造【二年次】 

～言葉の力をつけ，考えを伝え合う力を育てる国語科の授業づくりをめざして～ 

次の学習で使える言葉の力の獲得 

言葉の力を活用し，考えを伝え合う力を育てる 

考えを伝え合うための学習材や発問の工夫 

言葉の力をつける 

「書く・話す」「書く」「読む」「言語事項」 

○ 指導内容・方法の明確化 

○ 言語技術の習得 
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５ 研究の視点 

        研究主題を深めるために，次の二つに視点を当て研究を進めることにした。 
 

（１）言葉の力をつける。 

（２）言葉の力を活用し，考えを伝え合う力を育てる。 

 （１） 言葉の力をつける 

     研究主題の『子どもたちが自ら考え表現する授業』を創造するためには，子どもたち 
一人一人に言葉の力が身についていなければ，主体的で効率のある活動は期待できないと 
考える。言葉の力とは技能を含めた様々な読みの方法，書く方法，話す・聞く方法，また， 
すべての能力の基礎となる文字・語彙などにかかわる力と考えている。これらの力はその 
場限りのものではなく，子どもたちが時や場に応じて活用し，自ら考え判断し，表現する 
力として発揮することができるように取り組んでいきたい。 

 

      ①  指導内容・方法の明確化 
          本校では，国語科における「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」「言語 

事項」の３領域１言語事項における『基礎・基本』の力を確実に育成することと指導と

評価の一体化を図るために，指導内容・方法を明確にした授業づくりをめざす。 
そのために，次のような視点を意識しながら教材研究・評価活動を行う。 

 

    ○ 学習指導要領の内容を具体的に示す 

          ア 指導案における指導内容をはっきりさせる。 
              本単元ではどの領域のどの内容を指導するのかを明確にする。 
          イ 指導内容について具体化を図る。 
              指導要領の解説をもとに，２学年のまとまりで書かれている指導内容や言語事 

項について１学年ごとに系統を意識しながら，どのような場を設定し，子どもたち 
にどんな知識や技能をつけるのか，また指導上の留意点なども明確にする。 

○ 単元の指導内容をしぼった指導事例を示す 

          ア 国語科領域別指導内容案や国語科年間指導計画案を作成する。 
              本単元で指導する領域の年間の見通しや別単元との関連を明確にする。 
          イ 指導内容を効果的に指導するために扱う言語活動を示す。 
              指導内容の具体化を図るために，言語活動における具体的な子どもの姿を表す。 
     ○  指導と評価の一体化を図る 
          ア  本単元における【国語への関心・意欲・態度】【領域別の能力】【言語について 

の知識・理解・技能】の評価規準を明確にする。 

評価規準を指導する領域・内容に絞ることで，指導と評価の一体化を図り，どの授 
業でどのような子どもの姿をねらっているのかを明確にし，評価することで，指導 
者の意識統一を図る。 

          イ 本時の授業の中で評価規準の具体化を図る。 
              本時の授業計画の中に『十分満足できる状況』『概ね満足できる状況』を子ども 

の姿で明記し，『概ね満足できる状況』『努力を要する状況』と判断される児童へ 
の手だても明確にする。さらに単元終了後，評価結果をまとめ，次単元の指導に生 
かす。 
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② 言語技術の習得 

      子どもたちが「聞く・話す」「書く」「読む」方法を学ぶとともに学習内容を正し 

く理解し，それを言葉で表現する経験を積み重ねていくために言語技術の習得を図る。 

子どもたちの発達段階に応じた言語技術を習得させるための教材の開発に取り組む。 

「言語技術」とは 

（１）情報を主体的に獲得し，（２）自分の考えを組み立て，（３）分かりやすく発進する
ための「聞く」「読む」「話す」「書く」に関する技術（スキル）である。 

① 情報を主体的に獲得するとは「考えながら聞く・読む」こと 

② 自分の考えを組み立てるとは，「獲得した情報をもとに考えたり自分の意見をもっ

たりする」こと 

③ 分かりやすく発信するとは，場面や目的に応じて「考えながら話す・書く」こと 

 

 言語技術の指導内容 
  ○ 受け答えをする技術…問答ゲーム                
  ○ 要点をまとめる技術…再話                     
  ○ 構成を考える技術 …物語の構造分析 

  ○  様々な角度から物事をみる技術…視点を変える 
  ○  情報を正しく伝える技術…描写・説明・報告 
  ○  情報を的確に分析する技術…絵・テクストの分析 

                                                 （広島県「ことばの教育による」） 
 

（２） 言葉の力を活用し，考えを伝え合う力を育てる 

      子どもたちが，言葉の力を活用し，考えを伝え合う力を育てるために，子どもたち自らが
話したくなる・考えたくなる場と子ども同士の考えがつながり，深まるような場を設定して

いかなければならないと考える。さらに，子どもたちが習得した言語技術を効果的に活用し，

論理的に考えることができるような学習展開を行っていく。そのために，考えを伝え合うた

めの学習材の仕掛け作りや考えがつながり，深まるような発問の工夫を行っていきたい。 
 

    ① 話したくなる・考えたくなる場をつくるための学習材の仕掛け作り 
        子どもたちが「自ら考え表現し，ともに学び合う」という視点から学習材をみると，全て

の情報が与えられている教材を使って内容を確認したり，イメージを発表したりするだけ

で，どの考えもよいという評価では子どもたちが考えを深める場は生まれないと考える。論

理的に考え他者と関わるためには，学習材の仕掛けが必要となってくる。また，そのこと

が教材研究を深め明確にした指導内容を確実に学力として子どもたちにつけることになる

と考える。 
 

  ② 考えがつながり，深まるような発問の工夫 

        「どんな感じですか？」「どんな気持ちですか？」「次にどんなことをしますか？」と
いうような内容をなぞる，内容を確認するだけの発問では，自分の考えをさらに発展させ

ることにはつながりにくいと考える。子どもたちが他者と関わりながら考えをつなぎ，深

めていくために，自分の考えを支える根拠が明らかにできる発問の工夫をめざしたい。根

拠を明らかにさせ，言語技術を活用した発表をさせることが表現力を育てることにもつな

がっていくと考える。 
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（２）体力つくり推進計画 

 

１ ねらい   

新体力テストの結果や子どもの実態から，本校の実態に合った取組みを 

進め，体力を高める。 

 

２ 実施内容計画 

  （１）新体力テストの実施（６月・１月） 
     個人・学年・学校の実態と課題を明らかにする。 
     
  （２）重点運動項目の向上をねらった取り組み（年間） 
     「５０ｍ走」「反復横跳び」の向上 
    ・体育の授業にて準備運動や帯状単元として実施 
     
  （３）学年スポーツ集会 
    ・児童の運動への関心を高める。 
    ・目的を持って運動に取り組み，体力つくり・技能向上につなげる。 
    ・学級や学年としてのまとまりを培う。 
     
  （４）なわとび大会の実施（１月・２月） 
    ・「筋持久力」を高める。 
    ・体育委員会が計画実施する。 
   
  （５）外遊びの習慣化（年間） 
    ・毎週１回は外で遊ぶようにする。（学年・学級で相談してきめる） 
    ・固定施設の「鉄棒」「登り棒」「アスレチック」なども使って遊ぶようにする。 
     
  （６）元気アップタイム 
    ・外遊びの習慣化につなげる。 
    ・学年スポーツ集会の練習（や本番），学年・学級で目的とした運動 
    ・（運動遊び）に取り組み，体力つくり・技能向上につなげる。 
 

 

 

３ 具体的な取組計画 
 

（１）新体力テスト 
 
     ※ 別紙で提案 
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（２）重点運動項目の向上をねらった取り組み（年間） 

 
① ねらい 
 ・ 新体力テストの「５０ｍ走」「反復横跳び」の記録の向上を図る。 
   ※ 学校経営計画 具体的方策 
 
② 方法 
 ・ 体育の授業にて，準備運動や帯状単元として実施 
 ・ 「走る」運動をたくさん取り入れる。 
 ・ 「跳ぶ」運動は，瞬発力のみを鍛えるのではなく，巧ち性・敏捷性などを総合的
に考えた運動を実施する。 

 
③ その他 
 ・ 「５０ｍ走」「反復横跳び」を２月に実施する。 
 ・ 昨年度の記録からの向上、５月の記録からの向上をねらう。 
 ・ 体力アップハンドブックの活用 

 

 
（３）学年スポーツ集会 

① ねらい 
 ・ 児童の運動への関心を高める。 
  ・ 目的を持って運動に取り組み，体力つくり・技能向上につなげる。 
  ・ 学級や学年としてのまとまりを培う。 
 
② 方法   
 ・ 学年で計画し、各学期に一回以上行う。（年間計画を作成する。） 
  ・ 実施は、体育の時間、学級活動、元気アップタイム、休憩時間などの時間を使う。 
 
③ その他 
  ・ そのうち１回は、（４）なわとび大会の取組を含めてもよい。 
           
 

 

（４）なわとび大会（１月・２月） 

 ねらい 

 ・ 筋持久力を高める。 

 ・ 児童の、運動や外遊びへの関心を高める。 

 ・ 学級や学年のとしてのまとまりを培う。 

 

 

（５）休憩時間の外遊び 

 
①ねらい ・元気よく外遊びをする児童を増やす。 
 
②方法  ・「一日一回外遊び」を奨励する。ポスター等で呼びかける。 

・週に１回以上、学級全員が外遊びをする時間を計画する。   
 
③その他 ・なるべく，担任の先生も一緒に活動or指導する。 
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（６）元気アップタイム 

 
① ねらい 
 ・ 児童の運動（運動遊び）への関心を高める。 
 ・ 学年スポーツ集会の練習（や本番），学年・学級で目的とした運動（運動遊び） 
に取り組み，体力つくり・技能向上につなげる。 
  ・ 学級（や学年）のまとまりを培う。 
 
② 日時  ・火曜日の掃除時間  １３時２５分～４５分 
               ＊ただし，中止の場合は掃除をする。 
 
③ 方法  ・学級（学年）のみんなで活動する。 
            ・担任とともに活動する。 
              （＊校舎内見回り→担任以外の先生） 
 
④ その他 ・雨天時，風邪などの病欠が多いときは中止する。 
              （職朝や校内放送で連絡する） 
            ・体育委員会による物品貸し出しはしない。 
            ・体育館利用可（学年単位で１回のみ 調整あり） 
            ・実施予定（年間７回予定）グラウンドにて 

予定日 体育館優先 （予備日） 

  ／  （水） 
   ／  （水） 

 １学年 
  ２学年 

  

  ／  （水） 
  ／  （水） 

 ３学年 
  ４学年 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ／  （水） 
   ／  （水） 
   ／  （水） 

  ５学年 
  ６学年 
  笠井吉原学級 

  
 

 

        
※体育館は、関係学年と協議の上、変更可。 
 使用しない場合もある。 
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 （２）道徳全体計画 
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豊 か な こ と ば の 力 （ 表 現 力 ） の 育 成

地域と連携した教育活動の推進 

・ 地域の人材活用（ＰＴＡ図書ボランティア「たんぽぽ」によるお話会） 

体 験 す る 感 動 す る 表 現 す る

 

日

常

の

言

語

活

動

で

の

指

導

の

徹

底 

 

言

語

環

境

づ
く
り
の
創

意

工

夫

校

内
・
教

室

の
掲

示

 

 
 
 
○ 「聞く」「読む」「話す」「書く」

などの技能の習得 

○ 口田っ子タイムの充実 

○ 「漢字力」「読解力」の向上 

○ パワーアップタイムの充実 

 
 
 
○ 各種コンクールの積極的な参加

○ 「ことばの輝き優秀作品」への積

極的応募 

○ 感動ジュニア・レポーターへの参

加 

技 能 の 習 得
 
 
 
○ 「朝の読書」（週３日） 

○ 「読ませたい図書９９選」 

○ 論理的思考力を育てる書く活動

の積極的な導入 

○ 数理・言語運用能力の育成 

能 力 の 開 発

夢 や 目 標 に 挑 戦

 
 
 
○ 校内研修の充実 

○ 各種研修講座の積極的参加 

○ 市教育センター講座への積極的参加

教 育 研 修 の 充 実

ことばの教育の充実や読書活動の推進を中心に,児童生徒の言語活動の活性

化を図ることで,本校のめざす「確かな学力」「豊かな心」の実現を図る。 

ねらい 

（３）平成２０年度 口田小学校ことばの教育推進プラン 
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平成２０年度 学校図書館教育全体計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

学 校 図 書 館 指 導 の 重 点 目 標 
低学年 中学年 高学年 

○やさしい読み物を楽しんで読もうとす

る態度を育てる。 

○目的に応じていろいろな読み物を

読もうとする態度を育てる。 

○読書を通して考えを広げたり深めたり

しようとする態度を育てる。 

○図書の借り方や扱い方など正しく利用

する態度や調べようとする意欲を育てる。 

○必要な図書資料を活用する力を育

てる。 

○必要な図書資料を活用し，目的に応じ

て処理・まとめをする力を育てる。 

学 校 図 書 館 
学 習 情 報 セ ン タ ー 読 書 セ ン タ ー 

◎自ら学ぶ力の育成 

・調べる学習に関わる資料の整備と充実 

・各教科書や総合的な学習と関連ある図書の充実 

・年間計画の作成と実践 

・調べ学習に関する指導 

◎豊かな心の育成 

・読み聞かせの実践       ・朝読書の実施 

・図書館や図書に関する指導   ・読書に関する指導 

・絵本・昔話・物語等の蔵書の充実 

・教科書教材と関連ある図書の充実 

開かれた学校図書館 

学 校 教 育 目 標 

人間性豊かで社会性と自主的実践力のある子どもを育成する

教育基本法 
学校教育法 
学習指導要領 
広島県子ども読

書活動推進計画 

児童の実態 
保護者の願い 
地域の実態 
教師の教育理念 
地域社会の要請 

〈 めざす子ども像 〉 
自ら学び，自ら考え，自ら判断し行動できる子ども 

自ら学ぶ力、豊かな心の育成 

学校図書館目標 

○読書の楽しさを味わわせ、心豊かな子どもを育てる。 
○情報を効果的に活用し、主体的に学ぶ子どもを育てる。 
○生涯を通じて、図書館を活用できる子どもを育てる。 

お話会の充実 

・ 月１～２回 

・PTA サーク

ル「たんぽぽ」

のお話会実施 

読書タイム 

週３回実施 

・ 読書週間の 

定着 

・学級文庫の充実

 
よりよく読む たくさん読む

【道 徳】 
○いろいろな資料を通して多

様な考えや生き方があること

を知り、相手を尊重したり正し

い判断をしたりすることがで

きる。 

○心の豊かさを育て、道徳的な

実践力を養う。 

【総合的な学習の時間】 
○必要な図書資料を

探し活用することが

できる。 

○コンピュータなど

で得た情報を利用す

ることができる。 

【特別活動】 
○学校図書館の利用指導によ

り望ましい知識・技能・態度を

身につけさせる。 

○図書委員会の活動を活発に

する。 

○各種行事に図書資料を生か

す。 

 

【各 教 科】
○読書を楽しみ望

ましい読書習慣と

読書力をつける。 

○必要な図書資料

を探し、活用するこ

とができる。 

家庭や地域社会との連携                公共図書館との連携 
・家庭における読書の習慣化・地域人材バンクとの連携    ・図書や資料の利用と研修 ・管理運営等との情報交換 
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平成２０年度 生徒指導全体計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育目標 

人間性豊かで社会性と自主的実践力のある子どもを育成する 

生徒指導のねらい 

自己と他者をかけがえのない存在として尊重する子どもの育成

 
 
 
● 情報選択能力 ● 問題解決能力 ● 意志決定能力 ● 感情統率能力 

● 人間関係能力 ● 思考能力 

自 己 指 導 力 の 育 成 

判断力 やる気 

自発性 自律性 
 

自主性 
 

 
 

●自己決定の場を与える ●共感的人間関係を育てる 

●自己存在感を与える 

生徒指導の三機能 

重点目標 

・ 生徒指導体制の確立 

・ 感動体験を重視し，自己決定，自己肯定感，自己存在感を味わわせる。 

・ 学力の実態を把握し，課題を明確にして，基礎・基本の徹底を図る。 

・ よりよい生き方に気づかせるために，道徳の指導を充実させる。 

・ 生活習慣の大切さを理解させ，生活目標を絞り定着していくよう支援する。 

ワンネス

ウイネス

アイネス

-21- 



  

６ 平成２０年度口田小学校人材育成プラン 

                                広島市立口田小学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校の信頼度・満足度アップ 教職員の資質と指導力アップ

「 納 得 で き る 学 校 づ く り を す す め ま す ！ 」

職責・能力・適性等に応じた研修

 
 
 
○ マネジメントサイクルを取り入れ

た研修の充実 

（「校内研修ハンドブックの活用」）

○ 研究公開（校内研修の評価） 

○ 指導主事，先進校の教員などの積

極的な招聘 

○ ２学期制を視野に入れた研修 

 
 
 
○ 教育センター研修等積極的受講 

○ 研究会参加や先進校視察 

○ 県教委・市教委主催研修の参加 

○ 個人やグループの自主研修参加 

○ 校内研修と他校等との連携 

 

校内研修の充実 校外研修の充実 

客観性・信頼

性のある評価

 
 
 
○ 指導力アップにつながる授業観察

○ 授業力向上に向けた面談 

○ 自己申告目標達成との関連 

○ 児童・保護者への意識調査及び分

析・考察 

○ 「基礎・基本」定着状況調査・学

力検査等の調査及び分析・考察 

 
 
 
○ 構成員のリーダーシップ及びマネ

ジメントシップの発揮 

○ 管理運営能力の向上を図る研修 

○ 企画力・調整力・指導力の育成 

○ コーチング教育の導入 

授業観察・個別面談の実施 校務運営委員会等の充実 

実践的指導力・経営能力・人材育成能力
自己変革力等の育成 

地地 域域 かか らら 信信 頼頼 ささ れれ ，， 地地 域域 のの 期期 待待 にに 応応 ええ るる 口口 田田 小小 学学 校校 へへ
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７ 学校評価  
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８ 教職員校務分担表 
 
    教科 教科外 委員会 クラブ 

校長 益田  幸一   体育 保健   

教頭 山田  明美 総務  国語 視聴覚   

１ １ 穂波  八笑 教務  図工 特別活動 企画運営 手芸 

 ２ 藤川  郁代 保体  国語 特別支援 生活 昔遊び 

 ３ 立川  幸恵 研究 学年主任 国語 道徳 給食 絵手紙 

２ １ 原   典子 研究 学年主任 国語 図書 広報 ミュージック 

 ２ 檜垣  実詠 生徒指導  算数 生徒指導 放送 体操 

 ３ 川西  由美子 教務  算数 図書 図書 百人一首・カルタ 

３ １ 小西  正浩 保体 学年主任 体育 保健 体育 スポーツにんじゃ 

 ２ 小笠原 実希 教務  国語 特別支援 保健 まんが 

 ３ 岡田  真知子 生徒指導  生活 図書 図書 将棋・オセロ

 ４ 石井  ノリエ 研究  生活 道徳 集会 将棋・オセロ

４ １ 大下  浩一 研究  国語 総合   

 ２ 松田   希 保体  算数 学校行事   

 ３ 高田  純子 教務 学年主任 国語 道徳   

５ １ 栗原  明子 研究  算数 特別活動 環境 おり紙・切り紙

 ２ 中村  敏裕 生徒指導  算数 人権 企画運営 ボールゲーム

 ３ 田鍋  慎一 教務 教務主任 国語 視聴覚 放送 コンピュータ

６ １ 宮本  文雄 研究  理科 生徒指導 環境 ボールゲーム

 ２ 柳橋  玲子 保体 保健主事 体育 特別支援 体育 絵本 

 ３ 冨樫  美和子 教務 学年主任 図工 生徒指導 広報 バドミントン

笠井  圭子 研究  特別支援 特別支援   特別支援学級 

吉原  祐子 生徒指導  特別支援 特別支援   

生徒指導主事 長本  英高 生徒指導 生徒指導主事 体育 保健 生活 卓球 

音楽 吉野  美雪 保体  吉野 特別支援 集会  

家庭 梅本  佳代子 生徒主事  梅本 特別支援 企画運営 手芸 

養護 灰原  美景 保体  養護 保健 保健  

栄養 西川  由美子 保体  栄養 給食 給食  

玉木  佳子 総務  事務 事務   

原田   香 総務  事務 事務   

事務 

向井  和栄 総務  事務 事務   

業務 西林  治三 総務      

濱崎  裕美 保体      

河崎  弘恵 保体      

山崎  里美 保体      

安保  佳代子 保体      

給食 

舛見  博子 保体      

特別支援指導員 市川  梨沙       

特別支援アシスタント 伊折  浩実       

ふれあいひろば推進員 吉川  百合恵       
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 ９ 校 務 分 掌      広島市立口田小学校  
 総務部  （校務運営全般・学務・財務・人事事務に関すること。  
          学校環境整備に関すること。）       

   ４名 
・月中行事計画 ・学校日誌・校務規定 ・学校沿革史・公文書整理と提出 
・職務専念義務免除簿 ・出勤簿管理 ・研修簿管理 ・環境整備計画  
・学校要覧作成 ・防火管理計画 ・職員連絡網  ・願届簿等管理  

 ・施設管理 ・渉外事務 ・設備維持管理 ・体育施設開放等管理  
 ・学校だより   ・ＰＴＡ関係業務  
 ・校務分掌統括（年度末反省）・休業日変更届  
 ・補欠授業規定 ・予算執行に関すること ・教室割当    
 ・ふれあい推進事業に関すること  ・時報       ・会計諸帳簿点検  
  ・文書収受発送 ・公文書整理保管 ・教科書給付事務  
 ・学校日誌管理   ・人事事務（県）・出席負担金・給与等支給事（県） 
・異動報告・調査統計 ・福利厚生事務（県）・公務災害事務 ・学籍事務 
・就学援助事務    ・旅費請求支給   ・謝礼金請求支払     

  ・文書収受発送 ・公文書整理保管 ・校内予算計画調整執行等事務  
 ・委託業務 ・学年会計  ・福利厚生事務（市） ・人事事務（市）  
 ・財産施設台帳整備保管 ・学校納品計画 ・物品出納事務  
 ・施設設備の維持補修 ・教科，教科外備品の割り振り  
 ・机，椅子調査報告  
 ・教室備品の点検と整理    ・灯油管理  
 ・委託業務 ・施設設備の維持補修 ・環境整備管理 ・校内緑化  
 ・施設保全管理 ・管理倉庫管理 ・油庫管理 ・剪定   ・飼育小屋の管理  
 ・ダストボックス等整理管理 ・廃棄物整理管理 ・暖房用具に関すること  

山田  
 〃  
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
玉木 
 〃  
 〃  
 〃 
向井 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
西林 
 〃 
 〃 

 教務部（教育課程・評価・参観日等教務一般・学芸的行事・児童図書 
に関すること）                     部長＝田鍋  

 ・授業時数配当調整 ・日課表      ・教育課程編成  
 ・教務関係市教委提出物書類 ・学校評価に関すること  
 ・校務運営及び職員会議に関すること ・全国学力調査に関すること  
 ・新採研に関すること ・教育実習に関すること 

田鍋 

 ・成績評価 ・指導要録，抄本  ・教材教具採択  ・転籍に関すること 
・よい子のあゆみ ・クラス編成替 ・補助簿に関すること 

冨樫 

  ・参観懇談計画 ・参観日懇談会案内 ・家庭訪問計画 ・学芸的行事 
・サマースクールに関すること 

穂波 

 ・図書館運営計画 ・児童図書 ・教科書，指導書   
 ・朝の読書に関すること   ・お話会 ・児童出席簿 

川西 

  ・儀式的行事立案（卒業式，入学式，送別式，始業式，終業式）  
 ・新１年生受け入れに関すること( 入学受付，学級編制）・就学時健康診断  
 ・「基礎・基本」定着状況調査   ・時間割（専科時間） 

高田 

 ・作品募集     ・ことばの教育の窓口  ・部会記録  小笠原 
 研究部（研究全般に関すること）                  部長＝宮本  
 ・努力事項 ・校内研究推進年間計画 宮本 
 ・各学年の目標と取組みの内容，協議会の持ち方，各学期の取組みのまとめ  
 ・指導案集 

原、笠井 
石井 

 ・パワ－アップタイムについて ・総合的な学習の時間 原 
 ・口田中学校区教科等研究会に関すること  立川 
 ・ＣＲＴ学力テスト，情報教育の推進 大下 
 ・言語・数理運用科 英語科に関すること  栗原 
 ・ステップアップ事業 石井 
 ・人権教育，平和学習について  立川 
 ・特別支援教育推進 ・交流教育・研究紀要 笠井 
  ・研究資料整備  ・教科，教科外研究会 ・各種研究会案内  
 ・部会記録  

栗原 

 ・授業研究推進  
 ・教師用図書  ・教材開発推進  
  

笠井、原、宮本 
立川、石井 
栗原 

 ・評価・分析推進 大下 
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 生徒指導部（生活安全指導・清掃活動・掲示板活用に関すること） 
（児童活動・特別活動に関すること）         部長＝  長本 

 ・生徒指導協議会  ・ ふれあい活動推進（口田中学校区連絡会） 
・校外生活安全指導（校外生徒指導） ・市教委提出物 （問題行動報告） 

 ・校内生活安全指導（生活目標）（学校生活安全指導）  

長本 

 ・児童名簿 ・緊急連絡網・休業中の生徒指導に関すること・学校のきまり 
・掲示板活用計画      ・交通安全教室 ・安全点検 

吉原 

 ・清掃計画（靴箱，傘立割当）・清掃指導・清掃用具配当補充  
 ・落とし物（拾得物） ・職員作業計画 

檜垣 

 ・安全に関すること（・登下校指導 ・避難訓練・通学路点検・朝の挨拶等） 長本 
  ・全校朝会（放送朝会）  
 ・特別活動全体計画  ＜・児童活動 ・児童集会＞  
 ・学級会活動            
 ・委員会活動指導 計画 ・委員会担当配当  
 ・クラブ活動計画 ・クラブ紹介等 ・児童集会年間計画  

岡田 

  ・代表委員会  
 ・全校集会（学校行事）＝１年生を迎える会・平和集会・運動会に向けての
取             り組み，秋の集会・６年生を送る会   

梅本・中村 

  ・配慮を要する児童への支援体制 梅本 
 
 保体部（保健指導・健康教育・体育的行事・給食指導等に関すること）    

 
 部長＝柳橋 

 ・学校保健行事年間計画 ・学校保健委員会 ・出席簿   
 ・体育施設安全管理（プ－ル，体育館，体育倉庫，遊具運動場）・食育推進計画  
 ・体力づくりに関する計画・広島市内記録会（水泳・陸上など）  

柳橋 
 

 ・体育関係教材教具管理  小西 
 ・新体力テスト   ・性教育に関すること 藤川 
  ・Ｄｏスポ－ツ体育指導者招へい事業   ・遠足計画実施，届 ・暖房計画 吉野 
 ・水泳指導計画配当   ・水上安全講習会  松田、小西  
 ・運動会実施計画指導  小西、吉野  
 ・教室机椅子調査移動計画  松田 
  ・牛乳パック回収 西川 
 ・保健室経営・保健指導・健康診断・就学時健康診断・身体計測・健康観察 
・環境衛生検査 ・救急処置業務 ・月別保健指導 ・学校生活衛生指導 
・日本スポーツ振興センター業務 ・保健日誌 ・便所衛生管理   

灰原 

 ・給食指導計画 ・給食目標・食に関する指導・交流給食  
 ・給食試食会に関すること・物資納入 ・検収支払・人員報告  
 ・会計書・給食室運営・設備点検・給食日誌・その他給食に関する業務  

西川 

  ・給食調理・片付け  ・給食室整備 ・給食室備品 ・消耗品購入計画 川崎、濱﨑 
山﨑、安保  

 
○各種特別委員会等         

 
校務運営会議  

 
校長，教頭，学年主任（１～６・特支），教務主任，保健主事，研究部長，
生徒指導部長，特別支援教育コ－ディネ－タ－  
※その他，学校長が必要と認める者  

 
教材採択委員会  

 
校長，教頭，各教科１，学年１（教科と学年の兼務可），教務部担当者  

 
集団宿泊的行事  
委員会  

 
校長，教頭，６年担任，５年担任，４年担任，養護教諭           
※ 修旅（原案５年）・野活(=原案４年) ・担任外引率順位①専科②旧担任③希望者とし，重な
らないように  配慮。なお，提案学年は全員参加その他は代表者１とする。 

 
予算委員会   

 
校長，教頭，各教科教科外・各部代表，事務担当者 その他必要に応じて定める  
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１０ 広島市立口田小学校校務運営規定               

                
第一章  総   則 

（目的） 

第１条  この規定は，法令及び「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則（以

下「市管理規則」という。）第３５条の規定に基づき，広島市立口田小学校の校務を適

正かつ円滑に運営・実施するための必要事項を定めることを目的とする。 

 

（職務） 

第２条   学校管理規則第３０条，３１条に定める職員の職務は次のとおりとする。 
   （１） 校長は，校務をつかさどり，所属職員を監督する。 
   （２） 教頭は，校長を助け，校務を整理し，及び必要に応じて児童の教育をつかさどる。ま

た，校長に事故があるときはその職務を代理し，校長が欠けたときはその職務を行う。 

   （３） 教諭は，児童の教育をつかさどる。 
   （４） 養護教諭は，児童の養護をつかさどる。 
   （５） 事務職員は，事務に従事する。 
 

第３条  前条に規定するほか，必要に応じて他の職員を置く。 

    ２  職員は，定められた職務を遂行する。 
 

（会議等の設置） 

第４条    第１条の目的を達成するため，校務運営会議のほか職員会議，校務（分掌）部会，各
種委員会等を設け，かつ校務運営組織及び校務分掌を定める。 

 

第二章  校務運営会議 

（設置） 

第５条  校長の校務及び教育活動の適正かつ円滑な運営を図るため，校務運営会議を置く。 

    ２   校務運営会議は，校長，教頭，教務主任，学年主任及び各校務（分掌）部代表，特別
支援    教育コ－ディネ－タ－，その他校長が必要と認めたもので構成する。 

    ３  校務運営会議は，校長が召集し，主宰する。 
    ４    校務運営会議の司会は教頭が行い，記録者は校長が選任する。 
 

（職務） 

第６条  校務運営会議は，次の各号に掲げる事項について協議する。 

     一   学校行事に関する事項    
    二   職員会議での連絡事項等  
    三   校務運営機構・分掌等に関する事項 
   四   緊急を要する事項 
      五   その他，校長が必要と認めた事項 
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第三章    職員会議 
 

（設置） 

第７条  校長は職務の円滑な執行を補助させるため，職員会議を置く。 

（目的） 

第８条  職員会議は，校長が必要と認める事項について，教職員間の意思の疎通，共通理解の

促進，意思交換の促進を行うことを目的とする。 

（招集及び開催） 

第９条   職員会議は，校長が召集し，主宰する。 
    ２    定例会は，原則として毎月１回開催する。 
   ３    年度始め年度末及び校長が認めた場合は２の限りではない。 
（構成員） 

第１０条 常勤の教職員とする。ただし，校長が認めた場合は，他の教職員を参加させることが

できる。 

（運営） 

第１１条 会議事項は，校務運営会議を経て，校長が決定する。 

      ２  会議事項に関する資料等は，事前に校長・教頭に提出する。 
（司会及び記録） 

第１２条  職員会議に司会及び記録を置く。 
      ２  司会は教頭が行い，記録者は校長が選任する。 
      ３  教頭が不在の場合は，校長が選任した者が司会を行う。 
（会議録） 

第１３条 会議録には次の各号に掲げる事項を記載する。 

         一   会議実施の年月日，時刻 
         二   議題及び協議・確認事項 
         三   連絡及び協議・確認事項 

     ２  会議録は校長に提出するものとし，校長は会議の要旨が正確に記載されているかを確
認する。 

      ３  会議録は，教頭が保管する。 
      ４  会議を欠席した者は，後日これを閲覧して確認する。 
 

第四章   校務運営組織 

 

（各部の設置） 

第１４条 校務運営を適正かつ円滑に運営・実施するために，次の各号に掲げる部を置く。 

      一  総務部 
      二  教務部 
        三   研究部 
        四   生徒指導部 
        五  保健体育部 
      ２   各部の校務分掌分担は別に定める。       
   ３   校務運営組織図は別に定める。 
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（主任等） 

第１５条 市管理規則第３１条の規定に基づき，次の各号に掲げる主任等を置く。 

    一  教務主任 
    二  学年主任 
    三  研究部長 
    四  生徒指導部長 
    五  保健主事 
    六  その他校長が必要と認めるもの 
 

   ２ 主任等は校長が任命する。 

 

（職務内容） 

第１６条   主任等の役割及び職務内容は，次のとおりとする。 
   （１） 教務主任は教務部に属し，校長の監督を受け，教育計画の立案，その他，教務に関

する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。 

      （２） 学年主任は，校長の監督を受け，当該学年の教育活動に関する事項について連絡調
整及び指導助言にあたる。 

      （３） 研究部長は，校長の監督を受け，教育研究推進に関する事項をつかさどり，当該事
項について，連絡調整及び指導助言にあたる。 

      （４） 生徒指導部長は，生徒指導部に属し，校長の監督を受け，生徒指導に関する事項を
つかさどり，当該事項について，連絡調整及び指導助言にあたる。 

    （５） 保健主事は，保健体育部に属し，校長の監督を受け，保健に関する事項をつかさど
り，当該事項について，連絡調整及び指導助言にあたる。 

 

第五章  各種委員会 

（各種委員会） 

第１７条  校務運営を適正かつ円滑に実施するため，次の各号に掲げる委員会等を置く。 
        一  教材採択委員会 
        二    集団宿泊的行事委員会         
        三    予算委員会           

    
      ２  各種委員会等の所掌事項及び構成は別に定める。 
      ３    各種委員会の協議事項は，校長に報告し，承認を得なければならない。 
（学校協力者会議 ） 
第１８条 学校運営に関し，地域の意向を把握・反映しながらその協力を得るとともに，学校の

説明責任を果たし，地域に開かれた学校づくりを推進するため，学校協力者会議を設置

する。 

      ２  学校協力者会議の運営その他必要な事項は別に定める。 
   
  附則  この規定は，平成１7年４月１日から施行する。 
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１１「お互い気持ちよく働くために」        

 

平成２０年度 口田小学校 

           お互い気持ちよく働くために                          

そして，保護者，地域の信頼を得るために・・・                                

 

わたしたちは，「教育公務員」です。自覚と責任のある言動を心がけましょう。 

公的立場からは｢服務規律の遵守」が基本です。プラス私的立場からも・・・ 

 

（１）挨拶の励行 

     ・常に気持ちのよい挨拶を心がけましょう。子どもたちにも，保護者にも，同僚にも。もち
ろん地域の方にも。自分からを心がけて。 

     ・来校者や業者にも気持ちのよい挨拶をしていきたいものです。 
     ・挨拶には笑顔をプラスして。 
 

（２）時間厳守 

     ・出勤時刻はもちろん，会議開始の時刻を厳守しましょう。（予定されている会議等は放送
連絡しません。） 

   ・年休は必ず事前に校長に届け出てください。（不在の場合は教頭） 
       年休開始が分かるよう一声かけて帰ってください。 
 

（３）諸帳簿の整理等 

    ・毎朝，必ず出勤簿に押印してください。８：２５現在の出勤の記録です。 
    ・出張命令簿は事前に，出張報告書は出張後２～３日のうちに提出してください。 
 

（４）整理整頓の励行 

  ・職員室の机上整理を。極秘文書，個人情報に関するものはもちろん，児童や外来者の目に

触れていけないものは絶対に置かないこと。     

  ・使ったら必ずもとの場所に。裁断機の鍵，コピ－機のリセットなども次に使う人が使いや

すいように。 

  ・特に特別教室（理科室・コンピュータルーム・図工室・図書室など）の使用後は，片付け

と整理整頓を徹底して行ってください。消灯・窓締め・鍵もお忘れなく。鍵は教師が管理

すること。 

      
（５）節電と節約を 

   ・教室を出るときはたとえ短時間でも電気を消しましょう。 
    ・職員への配布物はできる限り，裏面印刷，両面印刷で。ただし，個人情報にかかるものは

秘密文書の箱(教頭席横)へ入れてください。 
    ・使った後の用紙や包み紙の整頓もよろしくお願いします。包み紙は再生紙入れに活用しま

すのできちんとたたんで所定の箱に入れてください。 
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（６）清掃指導 

    ・清掃指導は「子どもとともに掃除しながら」が原則です。言葉だけではなかなかわからな
いもの，実際にやって見せながらの丁寧な指導をお願いします。(一学期に徹底的にしてお
くとよいですね。) 

    ・トイレや特別教室等，教師の目が行き届かないところは特に丁寧にお願いします。 
 

（７）児童の安全確保に関して 

  ・名札のないもの，不審な動きのあるものについては積極的な声かけをしてください。（ど

ちらへ行かれますか？・どんなご用ですか？など） 

   ・特に不審なものに関しては，その後の動きを見届けるとか，教頭に届け出るなどしてくだ
さい。 

  ・意識して校内巡回をお願いします。（清掃指導しながらでも可能です。） 

    ・下校時の門の開け閉めと見守りは各学年でお願いします。 
 

（８）校外学習・ゲストティーチャーを招いての学習に関して 

    ・相手があるときは，ゆとりをもって計画・交渉・調整しましょう。 
・行き先，ゲストティーチャーなどの計画は事前に校長・教頭に届けてください。   

・校外学習に出られるときは事前に校外学習届を出してください。 

  ・タイムスケジュールや支援依頼は事前（最低２日前まで）に校長・教頭に届けてください。 

 

 (９）事故の届出に関して 
    ・事故が起こった場合は，直ちに養護教員，校長，教頭に知らせてください。 
    ・保護者への連絡も迅速かつ丁寧に行ってください。病院に行くほどの怪我はもちろん，そ

うでない場合も，当日の夜，翌日は電話を入れましょう。 

 

（10）通知文に関して 

    ・全ての書類は所定の場所に保管しましょう。 
  ・角印は５年保管，丸印は１年間保存です。 

  ・市教委への報告等は，各部長に相談しながら作成してください。３部コピーしたものを，

教頭までお出し下さい。(提出用・学校保管用・担当者用) 
   なお，市教委等への送達は教頭が行います。 

  ・通信などは，事前に校長，教頭に見せ，所定のファイルに保管してください。 

      間違いを未然にふせぐとともに，問い合わせに応じるためです。 
    ・総務部や研究部の回覧物は速やかに回してください。重要なものは熟読ください。 
 

（11）その他 

    ・電話が鳴った場合は速やかに（コ－ル三回までに）とり，（「口田小学校，○○です。」）
と，丁寧にかつ責任をもって対応してください。 

    ・受話器を置くまでが通話です。相手が置いてから受話器を置きましょう。 
    ・その場に応じた服装を心がけましょう。体操服はあくまで体育着です。 
    ・特に，参観授業，懇談会，研究会，家庭訪問などは，教育公務員としての言動と服装を心

がけましょう。 

    ・携帯電話は教室には置かないでください。また，勤務時間内はマナ－モ－ドにしておいて
ください。 
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